
破壊義務

フロン類の製造から廃棄までのライフサイクル全体を見据えた包括的な対
策に。各段階の当事者に「判断の基準」遵守を求める等の取組を促す。

(1) フロン類製造輸入業者

フロン類の転換、再生利用等により、新規製造輸入量を計画的に削減

(2) フロン類使用製品（冷凍空調機器等）製造輸入業者
製品ごとに目標年度までにノンフロン・低ＧＷＰ製品へ転換

(3) 冷凍空調機器ユーザー
定期点検によるフロン類の漏えい防止、漏えい量の年次報告・公表

(4) その他
登録業者による充塡、許可業者による再生、再生/破壊証明書の交付等

フロン類対策の一層の推進について （フロン法改正案の概要）
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※ＧＷＰ＝地球温暖化係数

・オゾン層破壊効果を持つフロン類
（CFC等）は着実に削減。

・他方、高い温室効果を持つフロン類等
（HFC等）の排出量が急増。１０年後には
現在の２倍以上となる見通し。

・現行のフロン法によるフロン廃棄時回
収率は３割で推移。加えて、機器使用時
の漏えいも判明。

・国際的にも規制強化の動き。

現行フロン法では、特定機器の使用済フロン類の回収・破壊
のみが制度の対象。

HFC大幅増

(4)充填行為の適正化

(3)業務用機器の
冷媒適正管理
（使用時漏えいの
削減）

(4)再生行為
の適正化、
証明書による
再生／破壊
完了の確認
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